
千歳市公営企業告示第15号 

 

 次により制限付一般競争入札を行うので、千歳市契約規則（昭和39年規則第27号）第４

条の規定に基づき、公告する。 

 

   平成30年５月15日 

                     千歳市公営企業管理者 牧野 敏彦 

 

 

１ 入札対象工事 

（１） 工事名：  30.２工区清水町２、３丁目下水道工事 

（２） 工事場所： 千歳市 清水町２、３丁目 

（３） 工事概要：  

【工事延長】 

 ・PRPφ200   Ｌ＝173.46ｍ 

 ・HPφ1350         Ｌ＝177.74ｍ 

 ・HPφ250（撤去）     Ｌ＝118.53ｍ 

【管渠工】 

・PRPφ200   Ｌ’＝170.97ｍ 

   ・HPφ1350        Ｌ’＝174.71ｍ 

【マンホール工】 

      ・組立１号マンホール   ３箇所 

   ・組立４号マンホール   ２箇所 

・塩ビ小型マンホール １箇所 

【取付管及びます工】 

・VUφ150（汚水）  Ｌ’＝129.48ｍ 

・VUφ150（雨水）     Ｌ’＝55.25ｍ 

【その他】 

   ・土工   一式 

   ・基礎工（砕石基礎） 一式 

   ・既設管撤去HPφ150    Ｌ’＝161.06ｍ 

   ・既設管撤去HPφ250    Ｌ’＝114.86ｍ 

   ・既設１号人孔撤去    ５箇所 

・舗装復旧工  一式 

 （４） 工 期 契約日から平成31年３月８日まで 

（５） 予定価格 110,775,600円（入札書比較価格 102,570,000円） 

 

２ 入札参加資格 

  入札参加者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

（１） 千歳市内に建設業法に基づく許可を得た主たる営業所を有し、平成29,30,31,32

年度千歳市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事の格付がＡ等級の者で

あること。 

（２） 平成20年度以降に千歳市又は千歳市以外の官公庁が発注した土木一式工事の元



請としての施工実績（共同企業体による施工実績は、構成員としての出資比率が

20%以上のものに限る）があること。 

（３） 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る主任技術者又は監理技術者 (申請

者と３か月以上の雇用関係があること)を工事現場に専任で配置できること。 

（４） 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

（５） 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６） 公告の日から入札執行日までの間に千歳市より指名停止を受けていないこと。 

（７） 本工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同企業体である場合において

は、当該共同企業体の構成員をいう。以下「受注者」という。）でないこと。 

（８） 受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額

の100分の50を超える出資をしている者でないこと。 

（９） 代表権を有する役員が受注者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。 

（10） 次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者は、同一の入札に参加申請す

ることができない。 

ア 資本関係 

(ｱ) 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子

会社（会社法第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関係に

ある場合。 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 

イ 人的関係 

(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている者。 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生

法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者。 

 

３ 入札参加資格審査申請 

（１） 入札参加資格審査申請は、制限付一般競争入札参加資格審査申請書（第１号様

式、以下「申請書」という。）により申請すること。 

 （２） 前項（入札参加資格）第２号に示す工事施工実績を証明できるもの（契約書又

はコリンズの写し等） 

 （３） 配置予定技術者経歴書（第５号様式）及び資格を確認できる書類（資格証の写

し等）、雇用関係を確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等）を提出するこ

と。 

（４） 申請書は、次のとおり受け付ける。 

   ・期間：公告日から平成30年５月25日（金）まで 

       土曜日、日曜日、祝日を除く、９時から１７時まで 

   ・場所：千歳市東雲町３丁目２番地５ 千歳市水道局総務課総務係 

 （５） 申請書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

 （６） 期限までに申請書の提出のない者又は入札参加資格がないと認められた者は、

当該入札に参加することができない。 

 （７） 資格の審査後、制限付一般競争入札参加資格証明書(第２号様式)の交付を受け

ること。 

 

４ 設計図書の閲覧等 



 （１） 設計図書は、次のとおり電子閲覧に供する。 

ア 期間：平成30年５月29日（火）17時まで。 

イ 電子閲覧：千歳市水道局ホームページの入札・契約情報ページで電子閲覧に供す

る。（パスワード照会書（様式１－１）を総務課総務係に提出し、パ

スワードを同係から受け取り後、電子閲覧が可能） 

 （２） 設計図書に対する質問がある場合は、質疑書（第３号様式）を提出すること。 

ア 期間：平成30年５月29日（火）17時まで。 

イ 場所：前項（入札参加資格審査申請）第４号の場所と同じ。 

 

５ 契約条項を示す場所 

第３項（入札参加資格審査申請）第４号の場所と同じ。 

 

６ 入札執行の日時及び場所 

（１） 日時：平成30年５月31日（木）午前10時00分 

 （２） 場所：千歳市東雲町３丁目２番地５ 千歳市水道局 ２階会議室 

 

７ 入札方法等 

 （１） 入札者は、入札書に必要事項を記入し、封筒に入れて提出しなければならな

い。 

 （２） 本入札に際しては、制限付一般競争入札参加資格証明書（第２号様式）を提示

しなければ、入札に参加することができない。 

 （３） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に

相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切捨てた金額）をもって落札決定とするので、入札者は、消費税に係る課税

業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 （４） 郵送または電送による入札は、認めない。 

 （５） 入札回数は、１回とする。 

 （６） 入札参加者が１以下となったときは、当該入札を中止する。 

 

８ 最低制限価格制度 

  本入札は、千歳市最低制限価格制度実施要領に基づき、最低制限価格を設定する。 

 

９ 工事費内訳書の提出 

  本工事に対応した工事費内訳書を持参し、入札書投函時に提出すること。 

 

10 入札保証金 

  入札保証金は、免除とする。 

 

11 契約保証金 

  契約金額の100分の10以上とする。 

 

 

12 契約書作成の要否 



  契約書の作成を必要とする。 

 

13 支払条件等 

 (1) 前金払   有 契約金額の４割以内を限度とする。 

 (2) 中間前金払 有 契約金額の２割以内を限度とする。 

 (3) 部分払   無 

 

14 工事完成保証人の要否 

  工事完成保証人は、必要としない。 

 

15 入札の無効 

  本工事に示した入札参加に必要な資格のない者、千歳市契約規則第12条及び建設工事

競争入札心得第９条に示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

 

16 その他 

 （１） 入札参加者は、千歳市契約規則、建設工事競争入札心得及びその他関係法令等

を遵守すること。 

 （２） 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）第９条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であり、契約に

当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再

資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があること

から、特記仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参考に再資源

化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積った上で、入札を行う

こと。 

（３） 不明な点については、次に照会すること。 

千歳市水道局総務課総務係   〒066-8686千歳市東雲町３丁目２番地５ 

電話番号：0123-24-3270（直通） FAX番号：0123-22-8810 

 

 

 

 

 


